
議案第１８号 

 

所沢市一般職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 所沢市一般職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を別記のとおり制

定する。 

 

  平成２４年 ２月２１日提出 

                 所沢市長 藤 本 正 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 臨時的任用職員に支給する賃金等の金額及び支給方法等を条例に規定するため、

所要の改正をいたしたく、本案を提案するものである。 



所沢市一般職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

所沢市一般職員の給与等に関する条例（昭和２６年告示第８号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条第２項を削る。 

第２７条を第３３条とし、第２６条の次に次の見出し及び６条を加える。  

（臨時的任用職員の賃金） 

第２７条 法第２２条第５項及び地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第６条第１項第２号の規定により臨時的に任用される職員

（以下「臨時的任用職員」という。）に、その勤務に対する対価として賃金を

支給する。 

２ 賃金の額は、別表第５に規定する１時間当たりの賃金単価に、賃金の計算期

間（月の１日から末日までをいう。）において臨時的任用職員が勤務した時間

数（あらかじめ割り振られた勤務時間を市規則で定める有給の休暇等により勤

務しなかつた時間数を含む。）を乗じて得た額とする。 

３ あらかじめ割り振られた勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時まで

の間に勤務したとき（あらかじめ割り振られた勤務時間を市規則で定める有給

の休暇等により勤務しなかつた時間数を除く。）における１時間当たりの賃金

単価は、前項の規定にかかわらず、同項の賃金単価に１００分の１２５を乗じ

て得た額（５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円

未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額）とする。 

４ 前２項に規定する勤務をした場合において、その勤務した時間数の締切計算

をするときは、１時間に満たない端数を生じたときは、３０分を超えるときは

１時間とし、３０分以下のときは３０分とする。 

５ 前項の場合において、その勤務した時間数に３０分が生じた場合におけるそ

の３０分の賃金単価は、第２項の勤務をした場合にあつては同項の賃金単価に、



第３項の勤務をした場合にあつては同項の賃金単価にそれぞれ２分の１を乗じ

て得た額（５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円

未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額）とする。 

第２８条 あらかじめ割り振られた１日の勤務時間を超えて勤務することを命ぜ

られ、勤務したとき、又はあらかじめ割り振られた勤務時間のない日に勤務す

ることを命ぜられ、勤務したときの１時間当たりの賃金単価は、前条第２項の

規定にかかわらず、同項の賃金単価に１００分の１００から１００分の１７５

までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額（５０銭未満の端数を生じ

たときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１

円に切り上げた額）とする。 

２ 前項に規定する勤務をした場合において、その勤務した時間数の締切計算を

するときは、１時間に満たない端数を生じたときは、３０分以上のときは１時

間とし、３０分未満のときは切り捨てる。 

（臨時的任用職員の期末賃金） 

第２９条 任命権者は、６月１日又は１２月１日において任用されており、かつ、

あらかじめ割り振られた１週間当たりの勤務時間が３０時間以上の臨時的任用

職員であつて市規則で定める要件を満たすものに期末賃金を支給する。  

２ 期末賃金の額は、市規則で定める期末賃金に係る算定基礎額に１００分の

１００を上限として市規則で定める割合を乗じて得た額（１円未満の端数を

生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

（臨時的任用職員の通勤費） 

第３０条 任命権者は、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担すること

を常例とする臨時的任用職員又は通勤のため自動車等を使用することを常例と

する臨時的任用職員であつて住居から勤務場所まで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離が片道２キロメートル以上のものに通勤費を支給する。た



だし、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著し

く困難である臨時的任用職員については、この限りでない。 

２ 通勤費の額は、次のとおりとする。  

⑴ 交通機関を利用して運賃を負担することを常例とする臨時的任用職員又は

交通機関を利用して運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例と

する臨時的任用職員 １箇月（月の１日から末日までをいう。以下この号及

び次号において同じ。）につき、市規則で定めるところにより算出したその

者の１箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額  

⑵ 自動車等を使用することを常例とする臨時的任用職員  １箇月につき

８，０００円を上限として市規則で定める額  

（臨時的任用職員の賃金等の支給方法） 

第３１条 賃金、期末賃金及び通勤費（以下この条において「賃金等」とい

う。）は、市規則で定める賃金等の支給日にこれを支給する。  

２ 賃金等は、口座振替の方法により支給することができる。 

（適用除外） 

第３２条 第２条から第２６条までの規定は、臨時的任用職員には適用しない。  

別表に次の１表を加える。 

別表第５（第２７条関係） 

職 種 １時間当たりの賃金単価 

事務職 ８９０円 

国民健康保険レセプト点検員 １，２６０円 

介護認定調査員 １，３１０円 

保育士 ９５０円 

保育補助員 ９１０円 

心身障害児介助員（小中学校） ９３０円 

学習支援員 １，１２０円 



学校運営マルチサポーター １，１２０円 

心のふれあい相談員 １，０００円 

放課後支援員（スタッフリーダー） １，１２０円 

特別支援教育支援員 ９００円 

幼稚園教諭 ９５０円 

臨時教諭 １，０００円 

薬剤師 １，５７０円 

栄養士 １，２１０円 

臨床検査技師 １，２８０円 

歯科衛生士 １，２１０円 

保健師 １，４５０円 

看護師 １，２８０円 

看護師（交代制） 
日勤 １，４３０円 

準夜勤・深夜勤 ２，２７０円 

准看護師 １，０６０円 

准看護師（交代制） 
日勤 １，２１０円 

準夜勤・深夜勤 ２，０６０円 

屋内現業職 ８９０円 

屋外現業職 ９１０円 

クリーンセンター場内整理員 １，０５０円 

看護助手 ９５０円 

その他の職 ８９０円 

備考 

１ この表において「日勤」とは、午前８時３０分から午後５時までの勤務

をいい、「準夜勤」とは、午後４時３０分から翌日の午前１時までの勤務

をいい、「深夜勤」とは、午前０時３０分から午前９時までの勤務をいう。 

２ この表において「屋内現業職」とは、調理員、庁務手、汽缶手等をいい、

「屋外現業職」とは、自動車運転手、公園維持管理員等をいう。  



３ 臨時的任用職員として任用される職種と本市において同一の職種の任用

経験がある臨時的任用職員については、１５年を限度として、その経験年

数（平成１３年度以後において１年度につき１０日（平成１３年度から平

成１６年度にあつては１４日）以上勤務した月が１０箇月以上ある場合は

経験年数を１年とする。）１年につき１５円をその任用期間における１時

間当たりの賃金単価に加算する。ただし、平成１３年４月１日から平成

２４年４月１日以後において臨時的任用職員として任用される日までの間

に臨時的任用職員として任用される職種と本市において２４箇月を超えて

同一の職種の任用がない者については、この限りでない。  

４ あらかじめ割り振られた１日の勤務時間が７時間３０分であり、かつ、

あらかじめ割り振られた１週間当たりの勤務時間が３７時間３０分である

臨時的任用職員であつて任用期間が３箇月を超えるものについては、その

任用期間における１時間当たりの賃金単価に３０円を加算する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２３年度において臨時的任用職員その他市長が別に定めるこれに準ずる

職員（以下「臨時職員」という。）として任用され、期末賃金に相当する賃金

の支給を受けた職員であってこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に平成２３年度の任用時の勤務条件と同等の勤務条件で臨時的任用職員と

して任用され、期末賃金が支給されないこととなるもの（平成２３年度におけ

る任用期間の満了日から２年を経過する日までに臨時的任用職員としての任用

がない者を除く。）に適用する賃金単価は、改正後の所沢市一般職員の給与等

に関する条例（以下「新条例」という。）第２７条第２項の規定にかかわらず、



施行日から平成２７年３月３１日までの間に限り、当該職員の平成２３年度に

おける１時間当たりの賃金単価（以下この項において「旧賃金単価」とい

う。）に１００分の１２０を乗じて得た額（当該額に１０円未満の端数を生じ

たときは、５円未満はこれを切り捨て、５円以上１０円未満はこれを１０円に

切り上げた額）とする。ただし、施行日以後における任用時の１時間当たりの

賃金単価が旧賃金単価を超えたときは、施行日以後における任用時の賃金単価

を適用する。 

３ 平成２３年度において臨時職員として任用され、時間外の保育の勤務（月曜

日から金曜日までにあっては午前７時から午前９時まで又は午後４時から午後

８時までの間の勤務を、土曜日にあっては午前７時から午前９時まで又は正午

から午後８時までの間の勤務をいう。以下「時間外保育」という。）に係る１

時間当たりの賃金単価による賃金が支給された保育士又は保育補助員（以下こ

の項において「保育士等」という。）であって、平成２４年度において平成

２３年度の任用時の勤務条件と同等の勤務条件で臨時的任用職員として保育士

等に任用されたものが、時間外保育の勤務をした場合において、その勤務に対

する１時間当たりの賃金単価は、新条例第２７条第２項の規定にかかわらず、

平成２４年度に限り、同項に規定する賃金単価に１００分の１２５を乗じて得

た額（５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満

の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額）とする。ただし、前項の規

定による賃金単価の適用を受ける臨時的任用職員として任用された保育士等に

は適用しない。 

４ 前２項の規定にかかわらず、平成２３年度において月額で賃金を定められて

いた臨時職員として任用されていた者であって引き続き平成２４年度において

臨時的任用職員として任用されるものに係る賃金については、当分の間、施行

日前に支給されていた賃金との権衡上必要と認められる限度において、市長の



定めるところにより、必要な調整を行うことができる。  

（平成２４年度における賃金単価の特例） 

５ 日曜日又は土曜日を開庁日又は開館日とする機関又は施設に勤務する臨時的

任用職員であってあらかじめ割り振られた１週間当たりの勤務時間が３０時間

以上であるものが、あらかじめ割り振られた勤務時間として日曜日又は土曜日

に勤務をした場合において、その勤務に対する１時間当たりの賃金単価は、新

条例第２７条第２項の規定にかかわらず、平成２４年度に限り、同項に規定す

る賃金単価（前３項のいずれかの適用を受ける臨時的任用職員にあっては、そ

れぞれ当該各項の規定を適用した後の賃金単価）に１００分の１２５を乗じて

得た額（５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上の端数

を生じたときはこれを１円に切り上げた額）とする。 

 

 

 

 

 

 


